
　本事業は、木造住宅の耐震性を確保することにより、安全で安心して暮らせるまちづくりの推進を目的として、耐震診断

の希望者へ、耐震診断者を派遣して耐震診断（一部申込者負担額あり）を行うとともに、耐震基準に適合していない木造

住宅の補強計画と概算工事費の算出を行うもの。

　※　申込負担額はいわき市と耐震診断者の業務契約後に確定

　　いたします。

　※　延床面積200㎡を超える場合は、別途、お問合せ願います。

　※　その他、耐震診断者派遣に要する費用はいわき市が負担

　　します。

※　申込者が多数の場合は抽選

※　募集期間内に募集件数に達しない場合は９月３０日（水）まで延長（先着）

 　　　補助対象者は、次の条件を満たす戸建て木造住宅の所有者等（所有者、賃借者、購入予定者）で、市税を滞納していない方

 　⑴　昭和56年5月31日以前に工事着手した3階建て以下の木造住宅

　　（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の1未満のものを含む。）

 　⑵　この事業による耐震診断を受けていない住宅

上記住宅に増築を行ったものについては、募集の対象外となる場合があります。増築の経緯が分かる資料、図面、

外観写真等、詳細が分かるものをご準備いただき、事前に住まい政策課へご相談願います。

また、屋内（床下、小屋裏等）の調査が不可能な場合は診断ができません。

　⑴　いわき市木造住宅耐震診断者派遣事業申込書（第１号様式）

　⑵　市税等納税証明書（指定様式）　※1～３

　⑶　案内図

　⑷　建物平面図の写し（建物平面図の写しがない場合も申込みは可能）

　⑸　昭和56年5月31日以前に着工したことが分かる書類（建物登記簿謄本、検査済証の写し等）

　⑹　対象住宅の所有者を証する書類（登記事項証明書等）

　⑺　売買契約書の写し（購入予定者の場合に限る。）

 　⑻ 対象住宅の所有者より、耐震診断等を行うことについての同意を得られたことを証するもの（賃借者、購入予定者の場合に限る。）

　⑼　建物の外観の全景が分かる写真（各面）

　⑽　同意書（指定様式）

　※１　申込者のものを提出

　※2　発行日が本事業の申込日から30日以内のものを提出

　※３　納税証明書を市に交付請求する際には、本人確認書類（運転免許証等）の提出が必要

　１　補助要件

　２　申込に必要な書類

の 耐 震 診 断 を 希 望 す る 方 に 耐 震 診 断 者 を 派 遣 し ま す ！

建物等の条件 申込負担額（参考）

延床面積
２００㎡以下

図面有り

図面無し

重　要

令和８年度 いわき市木造住宅耐震診断者派遣事業 

昭 和 56 年 ５ 月 31 日 以 前 に 着 工 さ れ た 木 造 住 宅

負担額無し

17,900円程度

令和８年

６月２２日(月)～８月31日(月) 

募集件数
募集期間 ９ 件



【現地調査の内容】

 耐震診断は、建築士と建築大工の各1名で実施
 ・所有者への事前説明
 ・聞き取り調査（建物の経歴等の把握）
 ・現地調査（別表1参照）
 ※申告者自己負担の支払い

　※　必要書類を揃えて、募集期間内（土日祝日を除く）に、住まい政策課（市役所６階）に郵送又は持参にて提出願います。

　　（郵送の場合は令和８年８月３１日（月）必着）

～

耐震診断完了

⑯診断結果確認 ⑮診断結果報告

⑤申込結果通知書の受領
※抽選の場合は抽選結果通知書

⑰診断結果通知

（第5号様式）

※審査機関による診断後の送付

⑭耐震診断現地調査
（一般診断法） ⑬診断者の派遣

業務委託

⑥耐震診断業務の委託 ⑦耐震診断業務の委託

⑨着工届・工程表の受理 ⑧着工届・工程表の提出

⑫派遣診断者決定通知の受理
（第2号様式）

⑪派遣診断者の決定通知
（第2号様式）

⑩派遣診断者の決定

申込み

③申込書の審査～

補償対象者の決定

⑤申込結果通知書の受領

※抽選の場合は抽選結果通知書
応募期間終了後

④申込結果の通知

3　手続きの流れ

市民　（申請者） 市（住まい政策課） 耐震診断実施業者

➀申込書の提出
②申込書の受付
（第1号様式）

（様式第1号様式）

応募期間： 6/22～8/31（抽選）

≪別表1≫
⑴図面作成（図面がない場合
⑵室内調査
⑶天井裏調査
⑷床下調査

⑸外部調査
⑹敷地調査
⑺調査結果説明
※写真撮影

お問い合わせ先
（申込書類提出先）

いわき市 都市建設部 住まい政策課（市役所６階）
〒970-8686いわき市平字梅本21番地
TEL：0246-22-1178 FAX：0246-22-1291


